
鱗悶十六S世帯まえ

一時恩給1＝.闘する申立．

｛階級勲賞胤:fl}

年 月日 世i島織したことによりぬ

（恩給組制）

第 号の一時風館棋定通知寄金受けたニとがある嘩

（放の麟噂する；骨骨iこO向1をつけてくだおも、｝

r(1) 逝渇する串

ヰの一時期鎗を i
1ぼ｝趨遣しおい，

上配のとおり申し立てます骨

年月日

型n•氏名 一一一山一一……均一一一問問一一一一一
（織代錯の場合は駈申立者の印を押して〈ださも%）


